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総合スポーツセンター及びみほり体育館使用料における 

キャッシュレス決済の利用開始について 

 

昭島市が進めるＤＸ化の推進のため、総合スポーツセンター及びみほり体育

館の使用料におけるキャッシュレス決裁について、下記のとおり利用を開始し

ます。 

 

記 

 

１ 利用開始日    

令和８年３月 23日（月）より 

 

 ２ 対象施設    

総合スポーツセンター及びみほり体育館 

 

３ 利用できるキャッシュレス決済     

決済ブランド 

クレジットカード 電子マネー コード決済 

・Visa 

・Mastercard 

 

・交通系電子マネー 

・nanaco 

・楽天 Edy 

・WAON 

・iD 

・QUIC Pay 

・PiTaPa 

・PayPay 

・ｄ払い 

・auPay 

・楽天ペイ 

・メルペイ 

 

 ４ 周知方法 

市公式ホームページ、Ｘ、LINE で周知のほか、総合スポーツセンター、

みほり体育館出入り口及び受付窓口にポスターを掲示します。 


